
期 間

場 所 富山県庁（本庁舎） 食堂前
本館２階から渡れます。緑色の「のぼり」が目印です。

令和５年11月27日（月）10時～12月１日（金）15時

【問合せ先】 富山県環境政策課（076-444-3140）

※ 万が一、上記の条件に合わないものや、食品衛生上の不安があると判断した場合は、廃棄させて
いただく場合がございます。

集 め る 食 品

買い過ぎてしまったり、もらったけど余っている食品など、

ご家庭で使いきれない未利用の食品をご持参いただき、

回収箱に入れてください。

ただし、次の条件をいずれも満たすものとします。

① 賞味期限が2024年1月以降のもの

② 未開封で包装が破損していないもの

③ 常温で保存できるもの

④ 日本語表記で説明されているもの

(例) 乾麺、乾物、ｲﾝｽﾀﾝﾄ・ﾚﾄﾙﾄ食品、缶詰、瓶詰、お菓子、飲料、調味料、お米等
※お米は、販売者・産地が表示された未開封のもので、前年度産の古米まで。

＜ご注意＞ 以下の食品は対象外です。
生鮮食品（野菜、魚、肉）、冷蔵・冷凍食品、アルコール類、手作りの食品

家庭で余っている食品を集め、食品を必要としている方に提供する「フードドライブ」。

食品ロスの削減につながります。寄付いただける食品がありましたら、ぜひお持ちください！

共催

提供先 富山県母子寡婦福祉連合会


